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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　パナマ共和国においては、いまだ輸血用血液の大部分は患者親族の供血や売血に依存しており、

輸血による感染のリスクに患者がさらされている現状があります。

　こうした現状を受け、平成12年７月、当事業団は広島大学医学部の吉澤 浩司 教授を短期専門

家としてパナマ共和国に派遣し、同国における血液銀行、輸血及び血液検査の現状について調査

を行いました。そしてこの調査を受け、パナマ共和国側は血液センターネットワーク構想に係る

協力を日本側に要請するに至りました。

　こうした経緯から、本要請に係るパナマ共和国側の実施体制の確認、協力開始の妥当性を協議・

検討するため、当事業団は、吉澤教授を団長として平成14年３月26日より４月８日まで、基礎調

査団を派遣しました。この報告書はその調査結果を取りまとめたものです。

　本調査団派遣にあたり、ご協力を頂いた内外の関係各位に対し、厚くお礼申し上げる次第です。

　平成14年６月
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第１章　基礎調査の概要第１章　基礎調査の概要第１章　基礎調査の概要第１章　基礎調査の概要第１章　基礎調査の概要

１－１　基礎調査団派遣の経緯と目的

　パナマ共和国（以下、「パナマ」と記す）においては、手術等に必要な輸血用血液の確保は、患者親

族や売血志願者による提供に依存する部分が大きく、また保存血液の安全性のチェックは、各病

院がもつ血液銀行が個別に検査を行っている。今般、パナマ保健省と社会保険基金により個別に

運営されている血液銀行を、全国的にネットワーク化する構想が進展しており、各病院の血液銀

行を連携させて必要な血液を相互に利用するシステムの構築が検討されている。しかし、各病院

の血液銀行の検査技術は標準化されておらず、検査結果にも信頼が置けないのが現状である。

　こうした現状を受け、2000年７月、広島大学の吉澤 浩司 教授が短期専門家として派遣され、

血液銀行の現状について調査を行った。この調査結果を受け、同年９月及び2001年６月に血液セ

ンターネットワーク構想に係る日本への協力要請がパナマ側より提出された。

　2001年３～５月には保健省ゴルガス記念研究所のSmith検査部長が来日し、吉澤教授の下で血液

検査及び供給システムに係る研修を行った。同研修員の研修成果及び現地に持ち帰られた血清標

準パネルを基に、パナマ側は血液センターネットワーク構想実現に向けて計画を進めている。

　こうした背景から、今回の基礎調査団の派遣により、これまでの短期個別専門家派遣、研修員

の本邦研修による成果を見極め、パナマ側の実施体制の確認を行い、パナマに対する日本側の協

力開始の妥当性について以下の点を中心に協議・検討を行う。

（１） 個別専門家のカウンターパート（C／P）研修員として受け入れたゴルガス記念研究所のSmith

部長が持ち帰った課題（各血液銀行の検査方法・血清パネルの標準化、輸血ネットワーク確立

への青写真等）がどの程度達成されているかを確認し、パナマ側の本件に対応するための体

制、意志を見極める。

（２） 現地の赤十字社を含め、JICAからの協力を進めるうえでの適切なC／Pを見定める。

（３） 上記（１）、（２）に基づき、パナマ側の実施体制の確認を行い、パナマに対する日本側の協力

開始の妥当性について協議・検討を行う。

　また、協力を開始する場合の望ましい協力形態（個別専門家派遣、プロジェクト方式技術協

力、研修員受入れ等）についても検討する。

１－２　調査団の構成

　　担　当 　　　氏　名 　　　　　　所　属

（１） 団長・総括　　吉澤　浩司 　広島大学医学部 衛生学教室 教授

（２） 血液供給 　　水井　正明 　日本赤十字社 広島県赤十字血液センター技術部 副部長

（３） 血液検査 　　田中　純子 　広島大学医学部 衛生学教室 講師
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（４） 協力計画 　　竹本　啓一 　JICA 医療協力部 医療協力第二課

（５） 通　　訳 　　吉川　敦子 　日本国際協力センター

１－３　調査日程

　期間：2002年３月26日～４月８日（14日間）

日順 月　日 曜日 行　程
１ ３月26日 火 〈水井団員、田中団員〉

17:30　関西空港発→10:25　ロサンゼルス着（JL060）
〈竹本団員、吉川団員〉
17:25　成田空港発→9:50　ロサンゼルス着（JL062）
（吉澤団長は米国で学会出席の後、パナマシティーに先着）

２ ３月27日 水 〈吉澤団長〉
JICA事務所訪問
保健省表敬（Arrocha大臣顧問、Morales保健総局長）
瀬在丸シニア海外ボランティアとの打合わせ
〈他団員〉
 7:10　ロサンゼルス発→12:30　ヒューストン着（CO1206）
13:40　ヒューストン発→18:40　パナマシティー着（CO888）

３ ３月28日 木 地方（チリキ）への移動
４ ３月29日 金 チリキ県保健関係者表敬・打合せ
５ ３月30日 土 保健省病院血液銀行視察、社会保険基金病院血液銀行視察

パナマシティーに移動
６ ３月31日 日 団内打合せ
７ ４月１日 月 ゴルガス記念研究所表敬、経済財務省表敬、日本大使館表敬

サント・トマス病院視察、社会保険基金病院視察
８ ４月２日 火 パナマ赤十字社視察

世界保健機関（WHO）表敬
保健省プロジェクト委員会との協議

９ ４月３日 水 保健省プロジェクト委員会との協議
吉澤団長　セミナー開催

10 ４月４日 木 保健省プロジェクト委員会との協議
パナマ消防局表敬
JICA事務所報告

11 ４月５日 金 社会保険基金表敬
プレスリリース
保健省への報告、日本大使館報告

12 ４月６日 土 10:25　パナマシティー発→13:30　ヒューストン着（CO889）
14:35　ヒューストン発→16:11　ロサンゼルス着（CO1159）

13 ４月７日 日 〈吉澤団長、水井団員、田中団員〉
13:45　ロサンゼルス発（JL069）→
〈竹本団員、吉川団員〉
13:00　ロサンゼルス発（JL061）→

14 ４月８日 月 〈吉澤団長、水井団員、田中団員〉
→17:40　関西空港着
〈竹本団員、吉川団員〉
→16:20　成田空港着
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１－４　主要面談者

〈パナマ側〉

（１） 経済財務省（Ministerio de Economía y Finanzas：MEF）

Licda. Daría COHEN de RUIZ Jefa de Cooperación Técnica Internacional, a.i.

Licda. Eira ROSAS Coordinadora de Cooperación Bilateral, DCTI

（２） 保健省（Ministerio de Salud：MINSA）

Dr. José Alberto ARROCHA Asesor del Ministro（大臣顧問）

Dr. Esteban MORALES Director General de Salud（保健総局長）

Licdo. Raúl DE SAINT MALO Director Nacional de Cooperación Técnica

Licda. María Victoria ENRÍQUEZ Directora Nacional de Promoción de la Salud

Dr. Erick ULLOA Director Nacional de Provisión de los Servicios

Dra. Elda VELARDE Subdirectora de Salud Ambiental

Licda. Oderay GONZÁLEZ Socióloga, Depto. de lnst. y Servicios de Salud

Ing. Ricardo WILLIAMS Jefe de Administración de Redes

Licda. Giovana de VALDÉS Coordinadora Nacional de Laboratorios

Licda. Jamilet Gina ROMÁN Jefa, Depto. de Formulación de Proyectos

Dra. Ana María MARTIN Subdirectora Nacional de Promoción de la Salud

Dr. René BRANDSHAW Subdirector General de Salud de la Población

Dr. Antonio AVERSA Jefe, Depto. de Instalaciones y Servicios de Salud

Licdo. Felipe CASTILLO Jefe del Departamento de Cooperación Externa

（３） ゴルガス記念研究所（Instituto Conmemorativo Gorgas）

Dr. Blas ARMIÉN Director

Dr. Juan Miguel PASCALE Inmunología-CICEN

Licda. Zoila de CASTILLO Directora del Laboratorio Central de Referencia

Licda. Elvira de AUSTIN (Smith) Jefe de Sección de Inmunoserología, LCRSP

（帰国研修員）

（４） サント・トマス病院（Hospital Santo Tomás）

Dr. Rodrigo VELARDE Director Médico

Dr. Heriberto ESPINO Jefe de Banco del Sangre

Licda. Gilma BÓSQUEZ Jefa Técnica del Banco de Sangre
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（５） 社会保険基金（Caja de Seguro Social：CSS）

Prof. Juan JOVANÉ Director General（総裁）

Dr. Marciaq ALTAFULLA Director Nal. de Servicios y Prestaciones Médicas

Dr. José TREJOS Director Médico del Complejo Metropolitano

Dr. Jorge GALLO Ruiz Jefe de Medicina Transfusional y del Banco

de Sangre（社会保険基金病院 輸血部長）

〈日本側〉

（１） 在パナマ日本大使館

板垣　克巳 一等書記官

吉田　豊成 二等書記官

（２） JICAパナマ事務所

三澤　吉孝 所　長

坂井　理恵子 所　員

Sr. Carlos ZAMBRANO 現地職員

瀬在丸　保 シニア海外ボランティア
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第２章　要請案件の概要第２章　要請案件の概要第２章　要請案件の概要第２章　要請案件の概要第２章　要請案件の概要

２－１　要請内容及び背景

　パナマ側から2001年７月に提出された要請書は付属資料５のとおりであり、概要は次のとおり

である。

（１） プロジェクト名称

　血液センターへの質管理導入と血液センターネットワークの構築

（２） プロジェクト目標

　安全かつ国内需要を満たす十分な量の血液を供給するために、血液に関する全国プログラム

と血液センターネットワークを確立する。

（３） 期待される主な成果

①　輸血による感染症の減少

②　血液と血液製剤の質保証のための管理向上

③　自発的な献血者からの血液供給の増加

④　医療関係者の献血者対応の改善と血液・血液製剤の管理知識の向上

⑤　血液検査供給業務従事者の専門性と質の向上

⑥　人的物的資源、予算の効率的利用

（４） 日本側に期待する投入

①　専門家３名（検査技術向上・安全性確保、情報通信網、血液センター運営）

②　研修員受入れ（質評価、血液センター運営、血液製剤の製造）

③　機材供与

　WHOは、2000年４月のWorld Health Dayのなかに設ける重要項目の一つに、Blood Safetyを

あげ、これに関連して2000年３月27～30日、ジュネーブの本部において、“BLOOD SAFETY

POLICY：AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE”というテーマで世界各国の専門家、実務者

を集めた第１回目の会議を開催した（付属資料１参照）。WHO担当事務当局はこれにあわせて、

“Blood, the Gift of Life”と題するVoluntary Donor（献血）による安全な血液の安定供給を各国に

呼びかけるプロモーションビデオを製作し、各国からの出席者に配布した。

　この会議へのパナマからの参加はなかったが、今回のパナマ保健省からの要請の背景には、上
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述の会議開催が関連しているものと推測される。

　なお、パナマにおいては献血の制度は確立されておらず、各病院ごとに設けられた血液銀行に

おける「預血制度」（後述）により、輸血用血液の供給が行われている現状にある。

２－２　パナマ側の体制

（１） 保健省

Dr. Esteban Molares：保健総局長

（２） 保健省管轄下の研究所（ゴルガス記念研究所）

Dr. Juan Miguel Pascale：臨床病理部長（兼パナマ医科大学教授）

Licda. Zoila de Castillo：中央検査部長

Licda. Elvira de Austin (Smith)：中央検査部　血清学担当係長（帰国研修員）

（３） 公的病院付属血液銀行

Dr. Jorge Gallo Ruiz：社会保険基金病院　輸血部長

Ms. Judith de Bernal：同上、血液学主任

Licda. Gilma Bósquez：サント・トマス病院　輸血部技師長

２－３　パナマにおける血液検査供給の現状と問題点

　パナマにおける輸血用血液の供給は、「献血」によらず「売血」に頼っているとの事前情報を得てい

たが、病院付属の血液銀行の視察、予備的調査を行った結果、下記の事項が明らかになった（付属

資料３及び４参照）。

（１） 「預血制度」による血液供給の現状

　日本における輸血用血液の供給が、民間の血液銀行（売血）によって賄われていた時代から、

日本赤十字社血液センターによる供給（献血）に切り換えが完了するまでの一時期（1965～1968

年）に併存した供血形態に類似している。

　パナマでは、採血から供給までの過程は、以下の手順に従って行われている。

①　近日中に輸血を必要とする患者の発生、又は緊急輸血のために輸血用血液を既に消費した

患者の発生。

②　当該患者の家族（以下、「家族」と記す）は、必要とする輸血用血液の本数、又は既に消費し

た輸血用血液の本数に相当する人数の供血者（家族、友人、知人、その他）を探し出して「供

血」を依頼する。
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③　各病院が設置している血液銀行は、家族からの依頼を受けて来訪した「供血者」から「無料」

で血液を採取する（450ml／供血者）。

④　血液銀行では採血に先立って、供血者の健康チェックのための問診を行い、採血後には、

血液の安全性確保のためのスクリーニング検査（B型・C型肝炎ウイルス、エイズウイルス、

梅毒など）を行う。

⑤　問診の結果及び採血後の検査結果を、各血液銀行に準備してある供血者カードに記入し、

安全性に問題があると判定された供血者については、次回からの採血を行わない（安全性に

問題のある供血者のブラックリストの作成）。

⑥　輸血用血液代金の算出・支払いは、輸血を受けた患者又はその家族が、採血に要した器

具・機械の実費、検査に要した実費（人件費を含む）などから算出し、「血液代金」として病院

に支払う。

（２） 預血制度の問題点

①　あらかじめ輸血を必要とする患者のための血液の確保（預血）、既に使用した本数の血液の

確保（返血）はできるものの、緊急時に対応できるだけの輸血用血液を、あらかじめ余裕を

もって確保しておくことが困難である。

②　家族と供血者との間でのお礼（金銭の授受）については、病院付属の血液銀行は関与しない

〔友人、知人へのお礼（実質的な売血）と病院への血液代金の支払いの、二重の負担を家族が

負うことになる〕。

③　家族が「個人的に」供血者を探さなければならないために、必要とする血液本数に相当する

供血者数を集めることができない場合が生じる（職業的売血者の発生の可能性）。

④　各病院付属の血液銀行で作成された危険度の高い供血者のブラックリストは、当該病院付

属の血液銀行でのみ有効性を発揮する。当該供血者が、供血する血液銀行を変えた場合は機

能しない（データベースを作成し、供血者の情報を共有することが必要）。

（３） 採血後の血液の安全性確保のためのスクリーニング検査

　各病院付属の血液銀行では、その時々の最も妥当な価格の検査試薬を入手し、その試薬に

よって輸血用血液の安全性確保のためのスクリーニング検査を実施しているが、病院によって

は、特定の病原体の検査を実施していない。検査の標準化による輸血用血液の安全性を確保す

ることが急務である。
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第３章　協議結果第３章　協議結果第３章　協議結果第３章　協議結果第３章　協議結果

（１） 中央血液センターを新しく首都に設置すること

　これは全国に１つであり、血液供給システム全体を統括する中枢機能をもち、地方の血液セ

ンターの需給調整を行うとともに、採血・検査・製剤・供給を実施する。保健省、社会保険基

金の両方から半独立の機関とし、政権交代等にかかわらず、システムとしての機能が維持され

るようにする（上部組織として理事会をつくり、これを通じて保健省、社会保険基金、消防

隊、市民代表等からゆるやかな監督を受ける）。

　1987年の法律「CONSALUD」により、保健省、社会保険基金は資金を集めるため、非営利の

企業体を設立することができる。この企業体は国と民間との合弁のような形をとり、お金を出

すことで、他の組織に対して指示を出している。この法律に基づいて、上記のような中央血液

センターは設立可能であると考えられる。

（２） 新たな全国血液供給システムの確立（各機関の機能は表１のとおり）

　中央血液センターの設置に伴い、中央の保健省サント・トマス病院、社会保険基金病院の血

液銀行は「基幹血液センター」に移行し、地方の主要な地域病院の血液銀行は「血液センター」に

移行する。

　基幹血液センター及び血液センターにおいては、採血、製剤、供給を行うが、検査について

は基幹血液センターにおいて一括して行う。

　また、基幹血液センターでは、輸血用血液の安全性に係る実務的な研究も行う。

　民間も含めた上記以外の病院については、血液銀行は各病院の輸血部に移行し、各血液セン

ターから供給された血液のテスト等、輸血時の最終的な安全性のチェックを行う。

　パナマ側では、血液センターに移行する地域病院血液銀行として、チリキ県をカバーするも

のを１つ、ベラグア県、エレラ県、コクレ県をカバーするものを１つ、それ以外の地域につい

てはサント・トマス病院と社会保険基金病院の血液銀行によりカバーすることを検討してい

る。最終的な血液センターの選択については、パナマ側に決定を委ねる。

（３） （１）（２）は図１のように整理される。現行のパナマの法律では各病院に血液銀行を設置し、

採血・検査・製剤・供給をすべて実施しなければならないということになっている。これにつ

いては上記のようなシステムを想定する以上、改正が必要であると考えられる。

　一方でゴルガス記念研究所は、将来的には血液の安全性に係る日常的なルーチンの検査を実

施するのではなく、薬品の許認可、血清パネルの質向上、追加検査項目の選択等に加え、アカ

デミックな研究を行う場所として位置づけていく。
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（４） 以上のような全国血液供給システムが設置されてはじめて、現状の預血・返血制度に代わ

り、献血に基づいて均一の価格で安全な血液を全国すみずみまで供給することが可能になる。

　献血を促進する際の対象としては、医学生、消防隊、地方コミュニティーが考えられる。ま

た、中学、高校の教育から献血教育をプログラムに取り入れることが重要である。

　WHOの中米Regional Office（PAHO）を訪問した際、中央血液センターを中心とした、この

ような血液供給システムがパナマにおいて実現すれば、中米で初めてであり、周辺国へのモデ

ルとなり得るのではないかというコメントがあり、中米地域全体へのインパクトもある程度見

込めると考えられる。

表１　新しい全国血液供給システムを構成する機関の機能

中央血液センター（Sede del Sistema Nacional de Provisión de Sangre）

（全国に１つ、パナマシティーに新たに設置）

・保健省並びに社会保険基金から半独立の機関

・採血、検査、製剤、供給

・全国の需給調整

・全体の運営を統括する中枢機能

血液センター（Centros de Sangre）（医療圏ごと、全国で３～６くらい）

　（現在の国立、社会保険基金、私立の各病院の血液銀行を改組するもの）

①　基幹血液センター（Centros de Sangre de Referencia）

・現在のサント・トマス病院と社会保険基金病院の血液銀行を想定

・採血、検査、製剤、供給

・学問研究（輸血学、検査、質的向上）

②　その他の血液センター（Centros de Sangre）

・医療圏ごとに統合する

・採血、製剤、供給（検査はしない）

輸血部（Departamentos de Transfusión y Seguridad de Sangre）

・各病院の既存の血液銀行の改称

・システムから供給された血液の交差テストなど、輸血時の安全性を確保するラボラトリ

ーをもつ。
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図１　新しい全国血液供給システムの概要
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第４章　今後の検討事項第４章　今後の検討事項第４章　今後の検討事項第４章　今後の検討事項第４章　今後の検討事項

（１） パナマ側主要C／Pの日本への受入れ

　下記２名を同時に個別一般枠を使って本邦で受け入れ、日本赤十字本社、血液センターの視

察による血液供給事業のマネージメントに係る研修（１週間程度）を行う。

・Morales保健総局長

・Gallo社会保険基金病院輸血部長

（２） 専門家派遣

　長期の専門家派遣は基本的に行わない。

　ただし、現在シニア海外ボランティア派遣が実施（2002年10月まで）されている「血液セン

ター間ネットワーク構築」に関しては、JICAパナマ事務所を通じ、協力隊員の短期要請を行

い、システムエンジニア隊員を保健省に配置することを検討する。一方で短期専門家の派遣も

検討する。

（３） 特別機材

　医療協力部所管のエイズ対策・血液検査特別機材の要請が保健省から提出されている。要請

内容について検討の結果、血液供給システム整備に向けて本スキームを有効に使うことが適当

であるとの結論になり、JICAパナマ事務所を通じ、現在の要請内容の再検討を保健省に対し

て依頼することとなった。

（４） 協力の開始について

　当初はパナマ側責任者の本邦研修が中心になるが、この本邦受入れを通じて日本における血

液供給事業の実態をキーパーソンに理解させたのち、パナマ側から本件プロポーザル（日本側

が負担すべき点を明確にしたもの）を提出させる。このプロポーザルを改めて日本側で吟味

し、パナマ側体制の整備を見極める。





付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１．WHO Blood Safety Policy Meeting

２．パナマ保健省組織図

３．パナマの現在の血液銀行配置図（保健省管轄病院）

４．パナマの各血液銀行における月ごとの採血本数

５．パナマ側からの英文要請書
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